
　「学園全体の旅費業務見直しに伴う旅費支給規程の改正方針について」（2021 年 9 月 29 日常任理事会）で確

認された方針にもとづき、「立命館旅費支給規程」が改正（2022 年 1 月19 日常任理事会）され、その規程改正を受

けて、2022 年 4 月より教員の出張命令決裁、出張精算と出張報告については、すべて WEB（スマート DB）上で

手続きすることとなります。

立命館旅費支給規程にあわせた申請手続きの変更について

　「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」第２節の２、また不正使用防止計画に

定められているとおり、立命館大学では毎年「研究費執行ガイドブック」を発行し、研究者の皆様への配布と研究

部ホームページでの公開を行っています。

　2022 年度版は4月に発行されますので、研究費の適正執行にお役立てください。

http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/research_expenses/04.html/

※2022 年度版は、2022 年 4 月 1 日以降で公開予定です。

「研究費執行ガイドブック 2022」の発行について

　研究機関における公的研究費の管理・監査の ガイドライン（実施基準）」の第3節に定められているとおり、立命

館大学では毎年「立命館大学公的研究費不正使用防止計画」（以下、「不正使用防止計画」）を策定し、研究部

ホームページで広く公開しています。

不正使用防止計画では、立命館大学における競争的研究費等の運営・管理に関わる責任体制や環境整備、研究

機関におけるモニタリングや監査制度の整備等が定められています。

　2022年度の不正使用防止計画につきましては、2022年3月9日研究倫理委員会

で議決されました。以下のURLからご確認ください。

http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/research_expenses/03.html/

2022 年度立命館大学公的研究費不正使用防止計画について

公的研究費適正執行 News letter
「Guidepost」とは道標（道しるべ）の意で、公的研究費適正執行へ導く座標軸となる思いを込めています。
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　このニューズレターは啓発活動の一環として年４回発行し、他機関を含む不正
使用事案とその発生要因の共有、内部監査や証憑点検における指摘事項など、

研究費の適正な執行のための情報を定期的に発信配信していく予定です。

次回は2022年６月発行の予定です。 

ニューズレターの発行
立命館大学 研究部〈研究企画課〉 
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　今次の規程改正により、実際の移動経路、支出金額により近い形で精算申請することが可能になったため、出張

者自身で実際の出張経路を入力する必要があります。

　出張経路選択や金額入力を正確かつ容易にするために、また出張命令決裁から出張報告までの書類提出の煩

雑さを解消するために、入力画面をスマート DBで作成しました。

　出張命令申請から決裁、そして出張報告や旅費精算といった一連の

手続きがすべてWEB上で行われることになり、モバイル機器での処理

も可能となっています。

　入力マニュアル等につきましては、給与厚生課から別途案内がありま

すので、そちらをご確認ください。

　着任時に必要な手続き（コンプライアンス教育・研究倫理教育の受講と書類提出、e-rad登録等）を研究部ホーム

ページにまとめております。以下の URL からご確認ください。

http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/researcher_appointment/ra03_2.html/

2022 年度で本大学に着任されるみなさまへ

　「府省共通研究開発管理システム（以下、e-Rad）」に情報登録をされている方は、転出・退職時に e-rad の登録内

容の変更が必要です。手続きについては、以下の URL からご確認ください。

http://www.ritsumei.ac.jp/research/member/researcher_appointment/ra04.html/

2021 年度で本大学から転出・退職されるみなさまへ


